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アプリストアで検索！
熊本市　ごみ 検索

持続可能な熊本市へ

↑iOS版はこちら ↑Android版はこちら
外国語版もあります

○　路上喫煙の制限とは…
　　歩行中（自転車乗車中を含む。）や吸い殻入れが付近に設置さ
れていない場所で吸い殻入れを携帯していないときは、路上喫煙
をしないよう努めなければならないと定めています。
○　路上喫煙の禁止とは…
　　人の身体・財産の保全等のため喫煙を特に制限する必要があると認められる区
域を「路上禁煙区域」として指定しています。路上禁煙区域では、誰であっても路
上喫煙をすることができません。
◎　ご注意ください！
　　路上禁煙区域で路上喫煙をした場合、罰則（１万円以下の過料）が適用されるこ
とがあります。
　※　路上禁煙区域…上通り・下通り・新市街のアーケード内

路上喫煙やポイ捨てをやめましょう
路上喫煙の制限・禁止について

○　ポイ捨ての禁止とは…
　　市内のどこであっても、また、誰であってもポイ捨てはできません。
◎　ご注意ください！
　　生活環境の美化を推進することが特に必要と認められる区域を「美化重点推進
区域」に指定しています。同区域においてポイ捨てをした場合、罰則（１万円以下の
過料）が適用されることがあります。
　※　美化重点推進区域…上通り・下通り・新市街のアーケード内

ポイ捨ての禁止について

　レジ袋を断ることは、誰でも、すぐに、簡単
に取り組むことができる身近な「エコ」です！

　レジ袋を作るときに発生する二酸化炭素
（CO2）を減らすことができます！

　レジ袋を減らすことで貴重な資源である石
油を大事に使うことができます！

地球にやさしい社会へ地球温暖化の防止

石油資源の消費抑制
レジ袋を減らすとどうなるの？

地球温暖化防止とごみ減量、省資源のために

みなさまのご理解とご協力をお願いします。

不法投棄や野外焼却について

不法投棄や野外焼却に関する相談は･･･
各区役所総務企画課またはごみ減量推進課へ
（連絡先は19ページ）

不法投棄や違法な野外焼却は、法律により禁止されています。
不法投棄や違法な野外焼却を行うと、廃棄物処理法により、５年以下の懲役または
1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
山林や原野、河川敷、空地、道路などで家庭ごみや、建築廃材などのごみを捨てたり、ごみ
の違法な野外焼却は行わず、正しく処理を行いましょう。

「熊本市ごみ分別アプリ」をご利用ください！！
・ごみ出し日がひと目でわかる！
・「これは何ごみ？」そんな疑問を解決！ ごみ分別辞典
・ごみ出し日を教えてくれるアラート機能
・他にも便利な機能が満載！

熊本市公式
アカウント
地域情報、
イベント情報
など発信中！
ぜひ登録を！！ ツイッターLINEフェイスブック

スマホの中に
ごみカレンダー！

まだ食べられるのに捨てられている食べ物、いわゆる「食品ロス」が
日本では約643万トン発生しています。 日本人1人当たりに換算す
ると、毎日お茶碗約1杯分（約140g）のご飯の量を捨てていること
になります。

熊本市では、市民の皆様から募集した「熊本エコレシピ」
を熊本市ホームページで公開しています。おでんの残り
が炊き込みご飯に、お味噌汁の残りがポタージュスープ
になど、食べ残しが大変身するレシピをぜひ活用してく
ださい！

①『買いすぎない』
スーパーなどで「お買い得品」を見つけると、ついついたくさ
ん買ってしまい、結局使いきれずに捨ててしまったことはあり
ませんか？少し安くても、捨ててしまえばもっと損をすること
になります。使いきれる分だけ買うようにしましょう。

②『作りすぎない』 、 ③『使い切る』
たくさん食べてもらいたい、たくさん作ったほうがおいしいか
ら、と、作り過ぎると、食べきれずに残ってしまったことはあり
ませんか。適量を考えて作りましょう。また、材料は上手に使い
きりましょう。

④『食べ残さない』
好き嫌いをして、食べ残すことがありませんか？外食の際にも
残してしまわないよう、食べきれる分だけ注文するようにしま
しょう。

食品ロスの削減にご協力ください！
熊本市 食品ロス削減対策

キーワードは、『買いすぎない・作りすぎない・使い切る・食べ残さない』

「くまもとエコレシピ」で食品ロスを減らしましょう！

もったい
ない！　　

くまもとエコレシピくまもとエコレシピ 検索検索

ない！　　ない！　　ない！　　

対象要件

起動後すぐに収集日が見られるよ！
分別辞典も約1,600品目を収録。
ごみの悩みはこれで解決！

次のいずれかに該当する方のみで構成される世帯で、他の方の協力を得る
ことが難しく、ごみをごみステーション（収集場所）まで出すことが困難な世帯

(1)要介護1～5の方
(2)身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている方
　 （肢体不自由又は視覚障害の方のみ)
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
(4)療育手帳Aの交付を受けている方
(5)その他傷病等でごみ出しが困難であると認められる方
まずはご相談を！ お問い合せは廃棄物計画課または各区役所総務企画課へ（連絡先は19ページ参照）

ごみ出しが困難な世帯を対象に、玄関先まで
収集に伺う「ふれあい収集」を実施しています。


